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【最新情報4月号　トピック一覧】
＊文部科学省

・体罰の実態把握について（第1次報告）（4月26日）

＊厚生労働省

・第６回世界自閉症啓発デー（４月２日）に寄せて（4月2日）
・社会的養護の現状について（平成25年3月版） [2536KB]  （4月3日）

・社会的養護の課題と将来像の取組状況（平成25年3月版） [1529KB]  （4月3日）
＊内閣府男女共同参画局

・「配偶者暴力相談支援センターにおける保護命令への関与等に関する実態調査」の結果（4月12日）

＊朝日新聞

・（読み解き経済）「合理的配慮」は日本流で　松井彰彦（4月2日）

・いじめ・虐待防止条例施行で「行動計画」　青森・弘前市（4月3日）
・日体大、新入生に体罰調査（4月4日）紙面で読む
・全教職員に行動の指針　神奈川・相模原市教委、配布へ（4月10日）
・（防災心）津波から子どもを守れ（4月17日）

・いじめ情報提供へ　被害者側に学校が義務（4月20日）紙面で読む
・（どうする？）たたかない子育て（4月20日）
＊SYNODOS　

親と暮らせない子どもをめぐる状況　島津あき（4月9日）
＊毎日新聞

・わかる？:難病１３０種追加し改正支援法施行　数千疾患は対象外「行き届かない」（4月2日）
・くらしＱ:携帯デビュー　まずは親子で話し合いを　／九州（4月3日）
・発信箱:ある心理実験＝榊原雅晴（4月4日）
・余録:韓国紙・朝鮮日報が先月ソウルで催した国際会議には…（4月7日）
・記者の目:いじめ対策法整備＝千葉紀和（大津支局）（4月9日）
・香山リカのココロの万華鏡:「よくやったじゃない」　／東京（4月9日）
・運転免許:養護施設入所者、取得負担ゼロ　県や学校が費用支援　／佐賀(4月12日)
・子どもたちの伝言:うずしおの地から／２４１　体罰問題／１　／四国（4月20日）
・奈良・支援学級暴行:「調査委に専門家を」　自閉症協会、市長に要望　／奈良（4月20日）
・ストーカー:警察庁が危険度判定リスト　年度内に全国導入（4月19日）
＊共同通信

・識者論評　いじめ対応で提言　大阪大谷大学教授　桜井智恵子

＊文部科学省

・体罰の実態把握について（第1次報告）（4月26日）

　平成24年4月～平成25年1月までに発生したもの
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2013/04/26/1334243_01_1_1.pdf

＊厚生労働省

・第６回世界自閉症啓発デー（４月２日）に寄せて（4月2日）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002yvas.html
・社会的養護の現状について（平成25年3月版） [2536KB]  （4月3日）

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_01.pdf
・社会的養護の課題と将来像の取組状況（平成25年3月版） [1529KB]  （4月3日）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_02.pdf
＊内閣府男女共同参画局

・「配偶者暴力相談支援センターにおける保護命令への関与等に関する実態調査」の結果（4月12日）

http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/images/pdf/h25hogomeirei-cyousa.pdf
＊朝日新聞

・（読み解き経済）「合理的配慮」は日本流で　松井彰彦（4月2日）

松井彰彦（まつい・あきひこ）１９６２年生まれ。ペンシルベニア大経済学部助教授などを経て０２年から東京大経済学部教授。研究テーマは理論経済学、ゲーム理論、障害と経済

　

「どうぞ選挙権を行使して、社会に参加してください。どうぞ胸を張って、いい人生を生きてください」。３月１４日、成年後見人が付いた知的障害者らが選挙に行けないとした公職選挙法の規定が違憲であるとの判決が東京地裁であった。 

　社会のきまりはひとのために作られてきた。しかし、そうは言っても、すべての人を等しく考慮するように作られてきたわけではない。世の中の人は様々な点で異なっているため、すべての人に合うきまりというのはなかなか少ない。いきおい、「ふつう」の人に合うきまりを作ろう、ということになる。その結果、「ふつう」でない人に合わないきまりを作り出してしまうことになる。「障害」が社会の中で生み出されるのである。 

　国連の「障害者の権利に関する条約（以下、権利条約）」は、そのようなきまりを作ってしまわないための条約だ。「わたしたち抜きに、わたしたちのことを決めないで！（Ｎｏｔｈｉｎｇ　ａｂｏｕｔ　ｕｓ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ｕｓ！）」という理念の下、２００６（平成１８）年に国連総会で採択され、０８年に発効した。現在の批准国は１２０カ国以上に上る。 

　しかし、日本では、今静かに時代の流れと逆行する動きが進む。現在、権利条約批准のために必要な障害者差別禁止法が廃案の瀬戸際に立たされているのである。日本は、０７年９月２８日に権利条約に署名した。第１次安倍政権から福田政権に代わって２日後のことである。権利条約を批准するためには、国内法の整備が必要とされる。障害者差別禁止法は権利条約批准に欠かせない法律と位置付けられた。 

　権利条約が規定する差別に、直接的差別および間接的差別と並んで「合理的配慮の不履行」という耳慣れない項目がある。外務省のホームページにある仮訳によると「『合理的配慮』とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう」。 

　「合理的配慮」は例えば、満員電車に乗れない障害のある従業員の出勤時間を調整する、視覚障害者に音声読み取りソフトを提供する、といった配慮のことである。これは雇用主の負担で提供することが義務付けられるが、あまりに費用や負担がかさみすぎるようだと、そもそも障害者を雇用しないという負のインセンティブが働いてしまうので、リーズナブル（合理的）な範囲で、というただし書きがついているのである。 

　そのただし書きにもかかわらず、企業への配慮が強い今次政権では、法案の国会提出すら危ぶまれている。差別だ、人権蹂躙（じゅうりん）だと聞くと、企業が萎縮してしまうのもわからなくはない。東京大学のバリアフリー化に熱心な教員が「『合理的配慮』という言葉はどうも硬質で、むしろ冷たい感じを受ける」と漏らしたことがあった。北風よろしく企業の反対を押し切って差別禁止法を導入し、障害者権利条約を批准しても、雇用が落ち込んだら元も子もない。 

■話し合いから始めよう 

　日本で障害者の働く場を増やし、その環境を改善するためには、日本流の言葉や日本流のやり方が必要なのではないだろうか。それは欧米流の差別禁止や人権擁護でもなく、硬質感のある配慮ではなく、もう少し日本的なもの、思いやりとか話し合い、といった大和ことばで表されるようなものかもしれない。 

　われわれの研究チームの長瀬修東京大学特任准教授（当時）と両角良子富山大学准教授らが三鷹市と共同で行った障害者の就労に関する調査において、必要だが十分とは言えない配慮として極めて多かった回答は、「定期的な面談」であった。日本流の合理的配慮は話し合いから始まる。 

　経済活動も様々なきまりや規範の下に成り立っている。しかし、二宮尊徳のように「道徳なき経済は犯罪である」と言われても、何が「道徳」なのか分からなければ対処のしようもない。権利規定はその基準となる。何から始めて、どこを目指せばよいか、という指針を企業や障害者のみならず、自治体、立法者や司法者に与えるものとなる。 

　わたしたち自身が作り出した「障害」は社会の至る所にある。その社会的障害に直面するのは障害者だけではない。原発事故に遭って、友だちと離れ離れになった福島県浜通りの子供たちも、障害者制度と医療制度のはざまで光が届いていない難病患者たちも、様々な社会的障害にぶつかり、それを乗り越えようとしている。権利条約およびそれを具現化した障害者差別禁止法がわたしたちに届けるのは条文だけではない。本当に届けたいもの、それは、「わたしたち抜きに、わたしたちのことを決めないで！」という声なのではないだろうか。

http://digital.asahi.com/articles/TKY201304010120.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201304010120
・いじめ・虐待防止条例施行で「行動計画」　青森・弘前市（4月3日）
　県内初となるいじめ・虐待防止条例を１日に施行した弘前市は、施行に併せて「行動計画」を策定し、発表した。 

　行動計画では、大きく「大人の役割と取り組み」「子どもたちの取り組み」「市の取り組み」に分けて内容を示している。大人はさらに「家庭」「学校」「地域」に分けた。 

　家庭に求める取り組みでは、できるだけ家族と語らいながら食事をして安らぎのある環境をつくる▽やってはいけないことを教え、必要な時にはしかる▽パソコンや携帯電話の使用は保護者が責任を持って管理・指導すること――などが示されている。 

　地域には、大人が率先してあいさつしたり言葉をかけることなどを求めている。子どもたちの取り組みでは、誰とでもあいさつをかわす▽他人の考えや意見をよく聞く――ことなどを挙げている。 

　市学校指導課は「いじめは学校の問題ととらえがちだが、全市民の問題。市全体で子どもたちを見守る姿勢が必要だ」と話す。行動計画の内容を示したリーフレットは子どもがいる・いないに関わらず、市内全戸に配布する予定だ。 

http://digital.asahi.com/articles/TKY201304030282.html?ref=comkiji_txt_end
・日体大、新入生に体罰調査（4月4日）紙面で読む
　全国に年間約３００人の体育教員を送り出している日本体育大が、体罰の根絶を目指して今年度の新入生から意識調査を始める。体罰に対する考え方などを毎年継続的に聞いて意識の変化を把握し、体罰を容認する教員や指導者を生み出さないようにする狙いだ。 

　対象はまず、この春に入学した約１５００人。高校時代に体罰をされたり見聞きしたりしたことの有無、体罰に対する考え方や感想を質問。無記名で答えさせる。卒業するまで毎年調査し、意識の変化を調べる。 

http://digital.asahi.com/articles/TKY201304030733.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201304030733
・全教職員に行動の指針　神奈川・相模原市教委、配布へ（4月10日）
　神奈川県相模原市教育委員会は、教職員３千人に対する行動基準を示した「コンプライアンス推進指針」をまとめた。昨年に市立中学で起きたいじめ事件の反省を込めて、子どもの人権を尊重することを盛り込んだ。要約した携帯用カードが４月下旬をメドに全教職員に配られる。 

　指針は７項目。一人ひとりが教育公務員として法令を守り、私生活でも非難されないように自覚を求めた。情報管理を徹底させ、性差や職場の上下関係を悪用した嫌がらせを防ぐことなどを並べた。 

　人権尊重の項目では、いじめ問題を取り上げた。「子どもの人権が尊重される学校づくりを進め、いじめなどにより子どもの人権が侵害されることのないよう、指導する」と明記した。体罰の問題では言葉による暴力も含めて法令違反で、子どもの心に深い傷を負わせる、と厳しく指摘する。 

　指針は約１年かけて作られた。検討中に、市立中学校でいじめを受けた生徒がけがなどをした事件が発覚。加害生徒３人が逮捕されて保護観察処分を受けた。この事件では学校側と市教委との連携不足などに対し市民から批判が出た。 

http://digital.asahi.com/articles/TKY201304100286.html?ref=comkiji_txt_end
・（防災心）津波から子どもを守れ（4月17日）
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■特別支援学校・保育園の安全 

　南海トラフ沿いで巨大地震が発生すると、東海地方は津波だけで１３万人余りの死者が出ると、国の有識者会議で想定された。これまでの防災対策で子どもたちの命を守れるのか。新学期が始まった沿岸部の学校や保育園では、教師や保護者たちが避難方法の見直しや防災マニュアル作りを進める。 

　遠州灘から約７００メートル。浜松市南区の静岡県立浜松特別支援学校で５日、新学期を前に避難訓練が行われた。「地震の揺れが収まりました。屋上へ避難してください」。校内放送が流れる中、１００人余りの教職員が外階段を上った。 

　昨夏、国の有識者会議がまとめた南海トラフ巨大地震の被害想定では、浜松市周辺の遠州灘には最大１６メートルの津波が押し寄せる。１メートルの津波は５分で到達する。 

　この学校には障害のある児童・生徒計約２９０人が通う。近くに高台がなく、地震の際は３階建て校舎の屋上に逃げるしかない。そのため昨年１０月、県の予算で屋上に行ける外付けの避難階段を取り付けた。また、デジタル無線機も装備。電話が使えなくなっても、津波が来る恐れのない内陸部の高校に被災状況を伝えられるようにした。 

　前田貴子教頭は「被害想定を見て最初は不安になったが、子どもたちを救える解決方法を一つひとつ考えている」と話す。 

■園児を運ぶ車 

　被害想定によると、波の穏やかな内湾でも津波の脅威が増した。伊勢湾に面する三重県鈴鹿市では、津波の高さは従来の２倍の最大６メートルに跳ね上がった。 

　海岸線から約１キロの間に約１０の民間保育園が立ち並ぶ。同市江島地区の前自治会長平子隆之さん（６５）は、保育園の避難方法の見直しが必要だと、県や市に訴えている。平子さんは２年前、東日本大震災の津波の映像をテレビで見てぞっとした。０歳の孫は、標高約１メートルの保育園に通うことになっていた。「歩けない幼子をどう救うのか」 

　当時、平子さんは自治会長として鈴鹿市にかけあい、園児５～６人が乗れる避難車を保育園に配置させた。園と、避難計画の見直しも始めた。沿岸部に保育園がある自治体はほかにもあるため、「保育園の対応について県が指針を出すべきだ」と要望した。だが県は「保育の実施主体は各市町……」と反応は鈍かった。 

■手引きを改訂 

　静岡県は阪神大震災後に作った幼児向けの防災マニュアル「保育所における地震等防災マニュアル」を、昨年改訂。津波を想定した記述を加えた。「津波避難場所を複数設定、優先順位を決めておく」「避難経路を地図に書いて保護者へ配布」など、事前準備の大切さを強調した。 

　静岡県教育委員会の昨年１２月の調査で、津波の危険区域に含まれる公立学校（幼稚園～高校）は２６４校。全体の２２％だ。三重県教委によると、被害想定の浸水域に入る公立学校（幼稚園以外）は１９４校で３割を占める。三河湾などに接する愛知県教委は「把握していない」という。 

　　　　　◇ 

■記者の視点　ハンドブック参考に 

　１歳児を抱き上げる。体重１０キロ。ずしりと重い。例えば３０人の園児を預かっている時、どの手段でどこに逃げれば命が助かるだろうか――。 

　子どもの命を預かる施設は、学校や保育園、幼稚園、公立私立とさまざまある。年齢も場面も、行政の窓口も違う。「何から手を付ければ……」と戸惑う施設は、ウェブサイトなどで公開されている情報が参考になるかもしれない。 

　静岡県は昨年、地震予知を前提にしない、突発型の津波を想定したマニュアルに改訂した。高知県教育委員会も、幼稚園や保育園の垣根を超えた手引書をつくった。経済産業省も、保育施設や家庭で子どもを預かる人たちに向けた「防災ハンドブック」を公表している。（彩） 

■記者の視点　自らの命を守る意識を 

　学校にいる子どもたちをどう守るのか。「３・１１」以降、避難場所や防災訓練の見直しが進む。南海トラフの巨大地震の被害想定が出てからは、津波高や到達時間をふまえた検討が続く。 

　大事なのは、教師や親が、子どもたちを守るということではなく、自分の命は自分で守るという主体性を子どもたちに伝えていくことだと思う。学校にいるのは、年間を通じても２割弱の時間だ。通学途中や放課後、自宅で一人でいて被災することもある。その時にどういう行動を取ればいいのか。親子で語り合い、先生と話をする。学校での訓練は、そんな「防災心」を育てるきっかけであってほしい。（泰） 
http://digital.asahi.com/articles/NGY201304160003.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_NGY201304160003 
・いじめ情報提供へ　被害者側に学校が義務（4月20日）紙面で読む
　自民、公明両党は１９日、いじめ防止対策推進法案をまとめた。国や地方自治体、学校、保護者の責務をそれぞれ規定。学校には、被害者側への適切な情報提供を義務づけた。日本維新の会やみんなの党にも賛同を求め、大型連休明けにも国会に提出する。 

　両党の国会議員計１０人によるワーキングチーム（座長・馳浩衆院議員）が、自民党案をベースに検討していた。法案では、いじめのうち、生命や財産に重大な被害を及ぼしたり、長期欠席に追い込まれたりする事例を「重大事態」と定義。その場合、学校側に事実関係の調査と、被害者側への情報提供を義務づけた。大津市で中２男子が自殺した問題をはじめ、学校側の不十分な情報提供が各地で批判を浴びたため、明記した。 

　いじめを防ぐため、行政や学校・教職員、保護者らの責務をそれぞれ規定。「学校は道徳教育の充実などに取り組む」「保護者は子どもの規範意識を養うとともに、学校などの取り組みに協力するよう努める」などとした。

http://digital.asahi.com/articles/TKY201304190727.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201304190727
・（どうする？）たたかない子育て（4月20日）
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【田中陽子】子どもをたたいたことがありますか。ついカーッとなってたたいてしまい、後悔したことがある人も多いのではないでしょうか。学校やスポーツ指導の現場で、体罰が問題になっています。たたかない子育てをしたいと考える人のために、実践法を探りました。 

■共感示し、考える力伸ばす 

　東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/豊島区.html" \o "豊島区のトピックスを開く" 豊島区の白根由貴さん（３９）は、長男（９）が小学１年の時にたたいたことがある。なぜ怒ったのかは思い出せない。「きっとささいなことなんです」 

　長男はやんちゃで、成長につれ、言うことを聞かなくなっていた。しつけができていないという周囲の目を感じ、悩んでいた。 

　その時は言うことを聞いたが、反省していなかったと今はわかる。「彼の気持ちを聞いたり、教えたりすることが抜け落ちていました」 

　客観的に振り返れるようになったのは、「ポジティブ・ディシプリン（ＰＤ）」という子育ての考え方を学んだのがきっかけだ。提唱するＮＧＯセーブ・ザ・チルドレンと、豊島区が２０１０年度から開く講座に参加した。 

　ＰＤは、国連の「子どもに対する暴力」調査報告（０６年）を受けて作られた。手をあげたり叱ったりせずに、一緒に課題と向き合うことで、子どもの自信や力を伸ばすことをめざす。 

　先月、東京都内のＵＢＳ証券であったＰＤのワークショップ。同社が子育て中の社員のために開き、約２５人が参加した。 

　「しつけとは、教えること」と講師の森郁子さん。味方だという安心感や、成長に必要な情報を日々与える。その積み重ねが、こんな大人になってほしいという目標への道筋になると説明した。 

　こんな時はどうするかという例題も出した。 

　《夕食の支度中。幼児が皿を積み木のように積み上げている。それらが倒れ、割れてしまった》 

　参加者からは「夕方は、バタバタして親が鬼になっている時間。子どもも罪悪感があるだろうから『お皿も大事だけど、あなたも大事』と言う」「『ケガしなかった？　大きな音でびっくりしたね』と、危ないことが起きたと知らせる」などの意見が出た。 

　森さんは、親子それぞれの答えがあるとした上で、「好奇心旺盛な時期。でも割れたら危ない、元に戻らないことを知らない。それを伝える機会になります」と補足した。 

■カッときたら一呼吸 

　育児情報誌「ｍｉｋｕ」の編集長高祖常子（こうそときこ）さん（５２）は１１年４月、子どもへの体罰を禁止する法律があるスウェーデンを同誌で取り上げた。現地で取材した夫妻は、毅然（きぜん）とした態度を取り、繰り返し伝えることで子どもにＮＯを教えていた。印象的だったのは「たたくという選択肢はない」という言葉だ。法律を定めて約３０年が過ぎ、今の子育て世代はたたかれないで育っている。 

　ＮＰＯ子どもすこやかサポートネットによると、子どもへの体罰を法律で禁じている国は３３カ国。日本は、学校教育法で学校での体罰を禁じているが、親から子への体罰を禁じる法律はない。 

　掲載に先立ち、ＷＥＢサイトを通じて子育て世代にアンケートしたところ、男女２７５人のうち、「子どもをたたいたことがある」のは６７％、「しつけのためにたたくことは必要」が５７％。親からたたかれたことのある人は７７％にのぼった。一方で、掲載前後に寄せられた声には悩みもうかがえた。「たたくべきだと思うが罪悪感が残る」「たたきたくないのに、ついカーッとなってしまう」 

　高祖さんは「夫や父母など、周囲に左右されているケースも多い」と感じる。しつけがなっていないという目。しつけのためには必要だと、親世代に諭される場合もある。 

　「即効性があるのでしつけているように感じるかもしれないが、威圧しているだけ。子どもは驚いたり、たたかれるのが嫌だったりするから言うことを聞くが、いけないことだから次はこうしよう、と自分で考える力はつかない」。ＮＰＯ児童虐待防止全国ネットワークの理事でもある高祖さんは、「すべてが虐待につながるわけではない」とした上で、一度たたくと拍車がかかる恐れもあるとも話す。 

　「たたいてしまったら、本当に必要があったのか振り返ってほしい」と高祖さん。「体罰は、親の感情のはけ口であることが多い。そういう時は、子どもの心に深い傷が残ります」 

　年齢的に言い聞かせるのが難しい幼い子が騒いだら、一緒に部屋から出たり、騒いでいる原因から遠ざけたりする。小学生には「どうしたの」と気持ちを聴いた上で、「どうすればいいと思う？」と子ども自身に決めるよう促すといい。 

　誰でも、ついカーッとなることはある。「一呼吸置いて。５秒あれば気持ちを切り替えられる」。手を洗ったり、五つ数えたりする方法もある。最も効果的なのは「たたかない」と決めること。「気持ちのとりでを持つと、揺るがずにいられます」と高祖さんは話している。 

　　　　　◇ 

■カーッとなっても、たたかないために 

・風にあたる 

・子どもが生まれた時のことを思い出すようにする 

・子どもの手を握って離す。手を握っているので、たたけない 

・他人をたたいてもいいと子どもに思わせてしまう、と考えるようにする 

・自分を落ち着かせるために、自分用のヒミツのお菓子を用意する 

（ｍｉｋｕに寄せられた投稿などから） 

http://digital.asahi.com/articles/TKY201304190329.html?ref=comkiji_txt_end
＊SYNODOS　
親と暮らせない子どもをめぐる状況　島津あき（4月9日）
■親が育てられない場合、子どもはどこへ行くのか

東日本大震災の発生後、「災害遺児」の存在がにわかにクローズアップされ、その支援をめぐる議論に多くの関心が寄せられた。そこで気になるのが、そもそも里親制度やさまざまな施設について、世間はどれほどの知識を共有できているのだろうかという点だ。

たとえばインターネット上の質問検索サービスで「離婚」や「子ども」といったキーワードで検索をかけると、さまざまな質問がヒットする。たとえば「離婚を考えていますが、子どもを育てられません。引き取ってくれる施設を教えてください」「子どもを施設に入れると、毎月お金がかかるのですか」といったものだ。そしてその回答は、必ずしも十分なものだとは言えない。
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厚生労働省が2008年に発表した統計によれば、現在、施設や里親のもとで暮らしている子どもたちは、里親委託児3611人、児童養護施設児31593人、自立施設児1995人、情緒障害児1104人、乳児院児 3299人、母子施設児6552人の計48154人。一方で総務省の2010年人口推計月報によると、19才以下の人口は23077千人であるため、日本の子どものうち施設で暮らしているのは約0.2パーセントということになる。

厚生労働省「児童養護施設入所児童等調査結果の要点 （平成２０年２月１日現在）」より

施設や里親のもとで生活する子どもたちの状況は、一体どのようなものなのか。その実態を一言で言い表すことはむずかしく、「それぞれの施設によって大きく異なってくる」と言わざるを得ない。私立の施設では運営方針はさまざまで、外に見えてこない部分もある。公立の施設でさえ、詳細な規則が設定されているわけではなく、査察も多くない。代々受け継がれてきた方法や雰囲気が色濃く感じられることも多い。外部から突然その空間に入ると、論理的でない、現代的でないと感じることもままある。

わたしは鹿児島から北海道まで20近くの施設を訪問したが、清潔で明るいところもあれば、壁一面をゴキブリが覆っているようなところもある。なかには「反省」時に児童が罰として掘った穴だらけのところなど、本当にさまざまな施設があった。生まれた親の環境だけでなく、引き取られる施設によっても、子どもの運命は大きく左右されてしまうのだ。

また、報道されている以上に、施設内では多くの事件が起こっている。わたしはかつては福祉事務所で2年ほど勤務していたが、現場で働いていたその僅かな期間であっても、「職員の耳には入っていたけれど、新聞報道はされていない」事件がいくつもあった。なかには、夜間アルバイトの男性が、施設で暮らしている女児に毎晩のように性的関係を強要していたというものさえあった。

断っておくと、そうした大きな事件が起こるたびに、その事務所では記者会見が開かれてはいた。にもかかわらず紙面に載らないということもあった。ニュースの多い都市部においてこのケースは「人々の関心が低い」と判断されているからか、もっと凄惨でないかぎりは取り上げられないのかもしれない。

逆に、新聞報道されたなかにはこのような事例もあった。

★2008年11月06日高知新聞

まるで拷問のよう――。高岡郡佐川町甲の児童養護施設「白蓮寮」（寺尾篤寮長）で今夏、「ペナルティー（懲罰）」として、十人以上の入所児を「石運び」に 従事させていた今回の虐待。炎天下にほぼ日中いっぱい、園庭と裏山の間の約二百メートルをただ往復させるだけの無意味で過酷な行為に、その様子を見た関係者は「子どもたちはあきらめたように暗い目をして、石の入ったバケツを運んでいた」と振り返る。

子どもたちは、自分たちが入所する施設を選ぶことができない。適切に運営されていない施設にあたった子どもたちが、さらに精神的な問題を根深くしたり、施設から「脱走」した結果、凍死したりといったことも起きている。

■施設はどのようにして改善を目指すことができるのか

守ってくれる親が不在の場合、誰がその子どもたちを守れるのか。子どもが安心して暮らせる施設をつくっていくためには、施設のあり方を検討する学者や行政と、現場との距離を近づけることが鍵となる。

だが現在、学問・行政と現場の距離はかけはなれてしまっていると言わざるを得ない。

福祉の制度や理念について書かれた本はたくさんあっても、現場出身の研究者が少ないため、実際に現場でおこっている問題に言及しているものはほとんどない。一方、現場にいる施設職員からは、「むずかしい本は読む気がしない」という声ばかりが聞こえてくる。

また、仮に大学教授や行政職員と「施設訪問」に行っても、施設の現状を知ることはなかなかできない。職員全員が外に出て並んで出迎え、応接間でお菓子をいただき、職員複数人とぞろぞろ施設内を歩く。子どもたちは普段と異なる状況に戸惑って、遠くで固まっている。「子どもたちが施設でどんな生活をして、なにを感じて、どこが不満なのか」ということを知るために訪問したにもかかわらず、これで何が分かるというのだろう。

わたしが行ったフィールドワークは、『親なき子』という一冊の本にまとめたが、こうしたルポルタージュは決して多くはない。現場の実態がもっと丹念に調査されなくてはならない。

学問と現場の乖離が起きる原因には、学歴や就職の問題もある。施設では高い給料を払うことはできないため、施設に就職する女性は高卒か専門学校卒にかぎられてくる。県職員として施設で働くことも可能だが、採用の際の「福祉職」の管轄はとても広いため、希望どおりに施設で働ける可能性は高くない。また、施設で働くとしても、住みこみで時給が安く僻地勤務であるという厳しい条件の場合が多く、志の高い優秀な学生は施設に集まりづらいという現状がある。

また、厚生労働省で働くことができる人材が非常にかぎられているということも問題だ。平成24年度から大幅に採用試験を変更するということだが、これまでのところ、国家１種試験を合格しても、法律、経済分野の人しか応募資格はなく、福祉、教育、社会学の専門家などが敷居をまたぐことができないでいる。福祉に関する法律や方針を決める場所に、もともと福祉に関心のあり訓練を受けてきたという人間が入りにくい。これはどう考えてもおかしいことだ。

■海外の施設を知っている職員が少ないということ

ここで、日本の施設との比較対象として、ジュネーブの施設を紹介してみたい。わたしは幼少期をジュネーブですごし、日本に帰国してからも長期休暇を利用してはジュネーブに通い、児童施設、少年院、児童裁判所、児童相談所などを訪問してきた。

わたしが日本の施設で働いていたとき、施設に住む子どもたちからは、「生きているといいこともあるの？」「先生は幸せ？」という質問ばかり受けていた。だがジュネーブの施設の職員はおしゃれな身なりをし、子どもたちは学校で起きた出来事を楽しそうに話していた。抽象的な風景の比較で恐縮だが、調査に行って比較してみると、明らかに雰囲気が違うことに気づかされたのだ。これはたまたまだろうか。わたしには、制度的な背景などが関わっているように思える。

たとえばジュネーブでは、子ども2人に対し職員は1人以上と決められている。一方の日本では、多くの子どもの面倒を1人の職員が見なければいけない。わたしがボランティアをしたことのある日本の施設では、子ども12人に、住み込みのジャージ姿の職員が1人という割合だった。その職員は精神的な障害を持っている子どもにつきっきり。そんな状況を尻目に、幅をきかせている子が1人でテレビゲームを独占し、残りの10人はただぼんやりとその画面を眺めているという光景が毎日繰り返されていた。

ジュネーブでは施設で暮らす子どもは必ず精神科医が週1回はフォローするなど、1人の子どもに10人もの専門家が、つねに連携し合いながら見守る態勢を築いている。それゆえ、施設をたらい回しされることが防げ、親元に戻る際のソフトランディングも手厚いフォローのなか行われる。

日本ではいくつもの施設で、精神障害が疑われる状況の子どもを見かけた。そうした子どもであっても受診歴がなく、その理由は「いじめの対象になると大変なので精神科には連れていかない」ということだった。職員の判断で子どもは長い間病気のケアを受けることなく、苦しむ可能性も孕むことになる。子どもの情緒的成長に影響を及ぼす大人の存在、日本の施設においては、質的にも量的にも課題があると感じている。

施設職員の環境も大きく異なる。ジュネーブでは職員各々に研究課題が与えられるため、他の国での政策や児童福祉の動向にとても詳しい。ヨーロッパでの協定で、さまざまな国への派遣事業も盛んなため、他国の施設と比較し、優れた事例や方法論を吸収する機会も多くある。施設内の寝泊まりは禁止で、給料も高く、専門職として社会的地位も高い。職員のなかには県議会議員を兼任している方もいた。

もちろん日本にも努力をしている施設はたくさんある。しかし、日本の施設状況を改善していくためには、既存の概念や長年受け継がれてきた方法から離れ、他を知る機会、他から見てもらう機会、考えを交換する機会を設けることが必要だ。

日本でフィールド調査を行なっていた際、とある施設内のネズミの糞の臭いや、出される料理のゴキブリの糞の味などが苦痛で、その旨を伝えたが、「そうですか？」と受け流されてしまったこともある。ゴキブリが這う食べ物を子どもの皿によそうことに、なんの疑問も感じていない。普通の学校であれば大問題になるようなことも、PTAも保護者もいない環境では問題にされることすらない。

極端な例だと思われるかもしれない。だが、閉鎖環境にいる子どもが自ら立ち上がって社会に訴えることは非常にむずかしく、ネガティブな事例の実態はほとんど伝わっていない。子どもを守り、彼らのために憤る保護者もいないのだから。そうした状況は問題化し、社会で守るしかない。

はじめに言ったように、親と暮らせない子どもをめぐる日本での状況は、施設によって大きく異なってくる。悪例ばかりではないし、もしとなりの施設だったら、まったく違う生活を過ごせたかもしれない。しかし、子どもは育つ環境を選べない。

だからこそ、施設が国の補助金を利用して運営されている以上は、一定以上の質を保証できる体制を整える必要がある。十分な人数の職員を確保し、職員間の情報交換や他機関との交流を活発化し、海外情勢へのアンテナを張る余裕をもち、現場で働く人が輝ける職場。そういった施設環境を日本で整えることができるよう、まずは人々が社会で守り育てる子どもたちへの関心を高めなくてはならない。

そしてさらには、海外からの実習生を受け入れる環境を整え、社会関心の高い学生が携わることが容易な環境を目指すこと。途上国支援や海外のNGOに関心をもち、海外ボランティアをするような学生の目を、国内の福祉にも向けていくこと。福祉の先進国に日本がなっていくことを求めたい。こうした要求は、無理難題なのだと受け止められるのだろうか。わたしは決して、そうは思わない。わたしは、すぐ目の前、隣の人に手を差し出すことから始めるのが福祉であると思っている。そのたしかな積み重ねがあれば。

島津あき（しまづ・あき）

1981年鹿児島市生まれ。子どもの福祉、貧富の格差がテーマ。学生時代児童施設でボランティアを重ね、卒業後は生活保護の現場で働く。一橋大学修士課程中途退学。在学中、日本とスイスの施設で暮らす子どもについてのルポルタージュ『親なき子』を執筆。フランスの政府御用達レストランや貴族の別荘などで勤務。現在、パリにて翻訳家、通訳、ライターとして活動。

http://webronza.asahi.com/synodos/2013040900001.html
＊毎日新聞

・わかる？:難病１３０種追加し改正支援法施行　数千疾患は対象外「行き届かない」（4月2日）
　◇「医療知識まだない」窓口の行政側も不安

　障害者自立支援法の一部を改正した「障害者総合支援法」が４月１日から施行された。改革の目玉は１３０種類もの難病を対象に加えたこと。障害者手帳を持たないため、障害福祉サービスを受けられなかった難病患者の生活向上に結びつく可能性がある。ただし、難病は数千疾患あるとの説もあり「病気の種類を限定する限り、支援は行き届かない」と批判する声もある。【蒔田備憲】

　これまで自立支援法に基づくヘルパー派遣など障害福祉サービスを受けようとする場合、身体障害者手帳などを取得する必要があった。しかし、難病患者は症状が常に悪いとは限らず、不調の原因が痛みや疲れやすさといった数字や外見ではつかみにくい場合が多いため、手帳取得が難しい。

　こうした事情を考慮し、手帳を持っていなくても患者がサービスを受けやすい仕組みにしようというのが新法。対象になった１３０疾患の患者は、病名が分かる診断書などがあればサービスの申請ができる。新しく制度の対象になった「関節リウマチ」を患う中島薫行（しげゆき）さん（７６）＝佐賀市＝は「患者の生活の質向上につながる可能性があり、ありがたい」と歓迎する。

　その半面、数百〜数千ともいわれる多くの難病は対象外。その一つの線維筋痛症を抱える吉田裕子さん（４２）＝熊本市＝は６年前、激しい痛みなどから寝たきりに近い状態になったが、身体障害者手帳の取得は認められなかった。「病名ではなく、一人一人の生活を見て支える制度にしてほしい」と求める。

　また、新法で対象になったからといって、すんなりとサービスを受けられるかは不透明な部分が多い。

　支給するサービスの内容は、調査員の聞き取りなどに基づく「障害程度区分認定調査」によって自治体が決める。しかし判定項目は難病患者向けのものではなく、自立支援法のシステムをそのまま運用するため、新たに対象となった難病については、患者のニーズが反映されない恐れもある。

　患者に直接の「窓口」となる市町村からも不安の声が出ている。先月７日、佐賀県内の自治体向け説明会が県庁で開かれた際、説明を受けた担当者からは「新たな対象となった難病についての医療的知識がまだないのに、申請に来た患者さんに対応できるのか」「どのくらいの患者が市内のどこにいるのかも分からない」と懸念する声が上がった。

日本難病・疾病団体協議会の水谷幸司事務局長は「患者に丁寧に周知し、窓口ではじかれたり行き届かなかったりしないよう、配慮を徹底してほしい」と求めている。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■対象に加わる主な難病

・潰瘍（かいよう）性大腸炎

・加齢性黄斑（おうはん）変性症

・関節リウマチ

・原発性高脂血症

・サルコイドーシス

・全身性エリテマトーデス

・特発性血栓症

・突発性難聴

・難治性ネフローゼ症候群

・パーキンソン病

　■対象にならない主な難病

・１型糖尿病

・アトピー性脊髄（せきずい）炎

・血管腫・血管奇形

・骨形成不全症

・再発性多発軟骨炎

・ジストニア

・線維筋痛症

・胆道閉鎖症

・マルファン症候群

・慢性疲労症候群（筋痛性脳脊髄炎）

http://mainichi.jp/area/news/20130402ddp041040030000c.html
・くらしＱ:携帯デビュー　まずは親子で話し合いを　／九州（4月3日）
　新入学、進級の春。行動範囲や友達も広がる中、携帯電話を欲しがる子どもに、頭を悩ませる親もいるだろう。便利な連絡手段だが、近年急速に広がったスマートフォン（多機能携帯電話）では、多彩なアプリの利用が個人情報の流出や友達同士のトラブルの原因にも。子どものメディア事情に詳しいＮＰＯの関係者は「携帯デビュー前に親子で話し合いを」と提案する。【青木絵美】

　「のせちゃダメ　大切な人の　情報は」「すこしだけ！　思ってクリック　高額請求」−−。北九州市小倉南区の守恒小学校で２月、６年生がユニークな読み札のカルタを使い、携帯電話やインターネットの正しい使い方や危険性を学んだ。

　カルタを作ったのは同市立消費生活センター（同市戸畑区）。子どものネットトラブルに関する親からの相談は年平均４０件前後あるといい、子どもへの消費者教育の一環で企画。五七五調の読み札はセンター職員のオリジナルで、今年、市内全小学校などに約１５００セットを配布した。

　「自分の携帯がある人は？」。記者が守恒小の６年生のあるクラスで聞くと約３分の１が手を上げた。田頭麗宏（たがしらよしひろ）校長（１日付で転任）は「学校には持ち込ませないが、子どもたちの日常会話にはスマホやネットという単語が飛び交っていて、強い興味があると感じる」と話す。

　総務省の資料（１２年）によると、携帯電話市場の中で、スマホの台数は最近３年間で２・７倍に急増。無料通話やメッセージ交流ができる「ＬＩＮＥ」など、無料アプリも中高生に広がり、電子メディアの影響を研究するＮＰＯ法人子どもとメディア（福岡市中央区）の古野陽一専務理事は「今春携帯を持つ子のほとんどはスマホ利用」とみる。一方、ＬＩＮＥに一度投稿した写真は削除できず履歴が残り、いじめやトラブルの温床と指摘される他、スマホ内の個人データを悪用した詐欺も起きている。

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20130403ddlk40040600000c.html
・発信箱:ある心理実験＝榊原雅晴（4月4日）
　こんな心理実験が海外であったそうだ。

　まず女子大生を何人か集める。その中から１人を選び、ある問題を与える。

　残りの学生はモニター画面を通して、その模様を別室で観察するのである。

　ひどい話だが、与えられた問題に正解を出せないと被験者に電気ショックが与えられる。

　苦痛にゆがむ女子学生の表情や叫び声に他学生は初め動転し、「仲間が不当な苦しみを受けている」と感じる。だがしばらくすると同情は薄れ、課題をうまくこなせない仲間を逆に侮辱するようになった。苦痛が大きくなるほど軽蔑の度合いが大きくなったというから、冷たいものだ。

　次は京都の小学校であったいじめの例である。

　運動会の練習で失敗したのをきっかけに被害児童が「うざい」「きもい」などと悪口を浴びせられるようになった。そのうちにトイレ掃除のブラシを顔に押し付けられたり、殴る蹴るの暴力へと日増しにエスカレートしていったという。

　同じ仲間なのに「一段低く見てよい存在」とひとたび認定すると、いわれなき差別に歯止めがかからなくなる。人間とはそんな生き物らしい。

　生活保護などの受給者がパチンコや競輪で浪費することを禁じ、市民に通報義務を負わせる条例が兵庫県小野市で成立した。ギャンブルにうつつを抜かすことは好ましくないし、それを「市民が見守る」という理屈はもっともらしく響く。

　だが私は不安だ。苦痛を叫ぶ仲間を一段低く見る。そんな非情が人間の心には潜んでいる。

　貧しい身なりの男性がパチンコ店で周りから小突き回されている。おぞましい光景が、つい頭に浮かんでしまうのだ。

http://mainichi.jp/opinion/news/20130404ddn005070052000c.html
・余録:韓国紙・朝鮮日報が先月ソウルで催した国際会議には…（4月7日）
　韓国紙・朝鮮日報が先月ソウルで催した国際会議には福田康夫元首相や米国のパウエル元国務長官ら重鎮（じゅうちん）が何人も参加したが、最も注目されたのはフランスの３９歳の女性閣僚フルール・ペルラン氏だった▲ルーツは韓国。生後間もなく道端に置かれ、海外養子としてフランスの夫妻に育てられた。一流の教育を身につけ数カ国語を操るが韓国語は話せない。しかし「両国をつなぐ役割ができそう」と笑顔を振りまき、時の人になった▲次は別件。釜山（プサン）生まれの双子姉妹が米、仏の養親に育てられ、双子であることも知らずにいた。だが渡航２０年以上を経て二人の縁は劇的につながる。仏側の女性の友人が米映画「ＳＡＹＵＲＩ」を見て「あなたにそっくりな女優が出演している」と知らせたのがきっかけだった。これも最近の報道である▲通算２０万人以上とされる韓国からの海外養子は、朝鮮戦争の戦災孤児を米国に送ったことに始まる。貧困家庭では「欧米先進国で育つ方が子供は幸せ」という発想もあったらしい▲だが特に物心ついた後の肉親との別離は心に深い傷を残す。その体験者が監督をした映画として、日本でも上映された韓仏合作「冬の小鳥」などがある。感動的であると同時に、胸が詰まるような悲哀に満ちている▲以上は韓国の重い課題だ。しかしフルール・ペルラン氏や双子姉妹の例をみると、グローバル時代の進展に従って問題の「暗さ」が減じていきそうな気配もある。一方、わが国では子供の虐待が広がり、多くの児童養護施設には親と一緒に暮らせない子供があふれている。薄幸（はっこう）の子供たちを救えない日本でよいはずがない。

http://mainichi.jp/select/news/20130407ddm001070088000c.html
・記者の目:いじめ対策法整備＝千葉紀和（大津支局）（4月9日）
　いじめ対策を巡る法整備の動きが進んでいる。政府の教育再生実行会議や各党の案では、警察への通報の義務化や加害生徒の出席停止の促進などが打ち出された。私は論議の契機となった大津市の中２男子自殺問題を昨年７月から取材してきたが、そうした一見明快な対策は実行が難しく、むしろ危険だと感じる。いじめ対策に特効薬はなく、地道な取り組みの積み重ねこそが「大津の教訓」ではないか。

　この問題は、いじめを受けていた生徒の自殺（２０１１年１０月）から９カ月も過ぎて注目を集めた。「自殺の練習をさせられた」との情報を公表しなかった学校、チェック機能を果たさなかった教育委員会、遺族の再三の訴えに動かなかった警察と不手際が次々露呈した。この結果、焦点は肝心のいじめを防ぐ議論より事後対応に傾いていった。

　その中で、子どもの自殺など重大事案では当事者以外の調査が不可欠という点は明確になった。批判を受けて市が昨年８月に設けた第三者委員会は、市教委がうやむやにしてきたいじめと自殺との関連について、５カ月間の調査で「いじめが自殺の直接的要因」と報告書で明記し、学校側が自殺の要因を家庭環境に誘導したと踏み込んだ。遺族が願う真相究明に応え、教育現場の責任回避に警鐘を鳴らした意義は大きい。再生会議が提言で「第三者組織での解決」を挙げたのは当然だ。

　◇公平性と透明性

第三者委が機能　大津の第三者委が機能したのには理由がある。まず公平性と透明性の確保だ。委員６人の半数に遺族推薦の識者を加え、調査過程も説明した。次に事実確認を重視し、生徒や教師らのべ５６人から直接聞き取った。更に最も重要な点は、多くの内部資料を調べることができたことだ。学校への捜索で滋賀県警が押収した教師のメモ類のコピーが市から提供され、個人情報保護を名目に非公開だった生徒アンケートや市教委資料の黒塗り部分も市長が開示させた。

　裏を返せば、自治体側のさじ加減で「真相」が闇に葬られるという証左でもある。同時期に起きた愛知県刈谷市や鹿児島県出水市の生徒自殺では、第三者委員の氏名さえ非公開だった。第三者による調査の原則化と併せ、国として調査方法と情報開示の基準の確立も進めてほしい。

　一方で「なぜ自殺の要因とされた程のいじめを多くの教師が防げなかったのか」は、結局よく分からないままだ。この疑問は第三者委も重視し、いじめがひどくなった自殺直前の１カ月を時系列に調べて、教員の多忙など１２の問題点を列挙した。多くは一般論で、いじめが「短期間に過激になった」と指摘しながら、周囲が気付かなかった理由として「日常化、透明化」を挙げるなど矛盾もあった。

http://mainichi.jp/opinion/news/20130409k0000m070125000c.html
・香山リカのココロの万華鏡:「よくやったじゃない」　／東京（4月9日）
　小説家の佐藤亜有子さんが、４３歳の若さで亡くなっていたことがわかった。アルコールと睡眠薬を併用したことによる急性薬物中毒だそうだ。どちらかを大量摂取してしまったのだ。とても残念だ。

　佐藤さんは、女子大生が自分の体をモノのように扱い、契約で他人に提供する「ボディ・レンタル」という作品でデビュー。０８年発表の「花々の墓標」では、幼い頃に受けた肉親からの性的虐待というトラウマと闘う女性を描くなど、どのテーマも衝撃的だが、現代を語る上で切り離せないものだった。

　作品の多くは、実体験をもとにしているとも言われた。そうだとしたら、小説家として社会で認められることで、少しでも「私は私、これでいいんだ」と自分を認められるようになりつつあるのだろうか、と思っていた。

　佐藤さんに限らず、「子どもの頃に親から愛されなかった」「虐待を受けていた」という心の傷が、大人になってからも癒えない人は少なくない。それが原因で友人や恋人をなかなか信頼できず、わざと相手の愛情を試すようなことをしてしまって関係が破綻する例もある。逆に「この人なら」と思う相手にもたれかかりすぎて「重すぎる」と思われる場合もある。「相手の自分への関心が薄れないように」と、必要以上にサービス精神を発揮し、その結果、疲れ果ててうつ状態に陥る人もいる。

　いま子育て中の人には理由や条件抜きで、子どもに「世界一かわいいわね」「こんなにお利口さんはいない」と、声をかけてあげてもらいたい。「私が私であれば大丈夫」という基本的な自信を、子どものうちに与えてあげてもらいたいのだ。

　そんな自信を身につけないまま、大人になってしまった人はどうすればいいのだろう。私は、その自信は１０代、２０代になっても自分で身につけられるはず、と信じている。家事をする。本を読む。散歩に出かけるなど、日常のことをこなすたびに、自分で「よくやったじゃない」「ほら、大丈夫だよ」と軽く声をかける。誰かから「あなたの歌、上手ですね」などとほめられたら、疑わずに「そうですか」と信じてみる。そんな小さな積み重ねが、いつか必ず「きっと何とかなるよ」と、自分をゆったりと信じる力にかわるはずだ。もちろん、カウンセラーなどもその助けをしてくれるだろう。

　不幸な子ども時代をすごした人にこそ、自分や他者を信じて、笑顔いっぱいの人生を歩んでほしい、と心から願っている

http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20130409ddlk13070204000c.html
・運転免許:養護施設入所者、取得負担ゼロ　県や学校が費用支援　／佐賀(4月12日)
　親を亡くしたり、虐待を受けたりした児童養護施設入所者の自動車運転免許取得を手助けしようと県や施設、自動車学校が連携して自己負担ゼロで免許を取れるように支援する取り組みを始めた。家族から金銭的支援を得られず諦める少年少女も多く、県は「就職して自立した生活を送る後押しになる」と利用を呼びかけている。

　従来は、免許取得を目指す入所者には県の支援（５万５０００円）と、全国社会福祉協議会の助成金（１０万円）があるが、それ以外の自己負担が１０万円以上かかっていた。

　今回の取り組みは、県内の児童養護施設でつくる県児童養護施設協議会が１０万円を支払い、残りを指定の自動車学校が割引する仕組み。希望者は施設を通じて申し込めば、料金不要で自動車学校に通うことができる。

　対象は普通免許。県母子保健福祉課によると、県内に６施設あり、計約２５０人が入所している＝３月１日現在。うち毎年５人ほどが運転免許を取得している。【蒔田備憲】

http://mainichi.jp/area/saga/news/20130412ddlk41040450000c.html
・子どもたちの伝言:うずしおの地から／２４１　体罰問題／１　／四国（4月20日）
　◇判断基準の難しさ

　昨今の体罰問題から、全国各地で体罰の実態調査が行われています。体罰は今なお是非論があり、把握することが難しいのですが、現在の調査は、３月に出された文部科学省の通知を基準に実施しています。予想を超える数が報告されていますので、学校に対する不信感が増大しているかもしれません。

　ここで、体罰の基準について考えてみましょう。そもそも、教員等が児童生徒に対して行う懲戒は、指導の一環として認められています。いけないことをしかることは当たり前の行為だからです。これが体罰に当たるかどうかは、子どもの年齢、健康、心身の状況、場所及び時間という環境などの様々な条件を総合的に考えて、個々の事案ごとに判断する必要があります。そこで、身体に対する侵害を内容とする懲戒（殴る、蹴る等）、肉体的苦痛を与えるような懲戒（正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等）に当たると判断された場合は、体罰に該当します。ただ、懲戒行為を行った教員や、受けた子ども・保護者の主観によって判断するものではありません。客観的に判断して、処分の対象にしているのです。

　例えば、授業中、教室内で立たせることや、清掃を課すことなどは、当然ながら指導の範囲といえます。また、授業中に妨害している児童生徒をしかって席につかせることもあり得えるでしょう。子どもの暴力行為に対して、教員が防衛のためにやむを得ず取り押さえることもあります。これらの指導まで、子どもが身体的な苦痛だと訴えても、それを体罰だとすると、教師の指導は極めて困難になってしまうのです。ただ、そこでトイレを我慢させるとなると問題なのです。

　ここで重要な視点は、そこに合理性や必然性があるかどうかなのです。誰が考えても当然の行為として認められる場合に限るのです。このように判断は難しいのですが、部活動で怠けていることだけで殴るという行為は、明らかに問題だといえるでしょう。感情的な行為の多くは体罰となってしまうのです。【鳴門教育大学教授＝阪根健二さん】

http://mainichi.jp/area/kochi/news/20130420ddlk39070524000c.html
・奈良・支援学級暴行:「調査委に専門家を」　自閉症協会、市長に要望　／奈良（4月20日）
　奈良市立小学校の特別支援学級で発達障害の男児が元担任の教諭から暴行を受けた事件を受け、市教委が設置を予定している調査委員会について、日本自閉症協会（東京都中央区）は、協会関係者など発達障害の専門家をメンバーに加えるよう求め、仲川げん市長に要望書を提出した。同協会によると、こうした要望は極めて異例。「この種の事件では専門家の知識が不可欠だ」としている。

　要望書は１７日付。協会は「自閉症などの障害特性を熟知していなければ、正しい措置を講ずることができない。専門家を加えていただくよう強く要望する」として、県自閉症協会の理事長を推薦している。

　市教委は「人選を依頼している外部機関に渡して、考慮するよう伝えたい」としている。

http://mainichi.jp/area/nara/news/20130420ddlk29040540000c.html
・ストーカー:警察庁が危険度判定リスト　年度内に全国導入（4月19日）
[image: image4.jpg]RREERMNIBF 7Y —H)
LRDRRERIASTLS
DEETENE AR NENTE
TGN
DgEDspSER RS
Csciir
[y er e
DEECHLTEVR
ORfLToRES

i
ERsnG

e

n
H
4

DstnC ALY
OB RORERR ST

DE aaEE L
R RS TE




　警察庁は、ストーカーの「危険度判定チェックリスト」を精神科医と連携して作成し、今年度中に全国の警察本部に導入する方針を固めた。増加の一途をたどる事案の中から、凶悪事件を起こす恐れのある人を迅速に見分ける狙いがあるほか、精神治療が必要な人については早期に専門家に受診させ、事件の未然防止を目指す。リストを考案した性障害専門医療センター代表理事の福井裕輝さん（４３）は「加害者の根本治療が問題解決につながる」と話している。

　チェックリストは、ストーカー加害者を治療している精神科医の福井さんが、同庁の依頼を受けて作成。エスカレートして殺人事件などを起こした加害者の調書や海外文献を分析し、受刑者約１０人とも面談した。その結果、「自己愛が強い」などの特徴がストーカーになりやすい性格として浮かんだほか、被害者からも「相手に同情しやすい」などの特徴が見つかったという。

　加害者、被害者双方の言動などについて危険度を見極める１００近いチェック項目を用意し、昨年３月から全国の警察で試行を重ねてきた。最終的に三十数項目に絞られるとみられ、警察庁は評価方法や運用指針について詰めの検討中。被害を受けた人が警察に協力して加害者と自分の特徴をチェックし、総合評価で４段階に分類された危険度を基に、現場の警察官が事件化したり、カウンセリングなどの専門機関に紹介したりすることを想定している。

　こうした共通のリストを基に対応することについて、ストーカー事件で加害者を鑑定してきた長谷川博一・こころぎふ臨床心理センター長は「信頼性を担保するための検証や慎重な運用は欠かせない。犯罪を起こしていない人を犯罪者であるかのように見ないよう注意すべきだ」と話す。

　福井さんは「慎重な運用は当然」としたうえで、「重罰化だけでは止める手立てにならない。医師や臨床心理士によるカウンセリングで根本的な治療につなげるべきだ」と指摘。知識を持つ医師は少ないといい、専門施設設立も求めている。

http://mainichi.jp/select/news/20130419k0000m040115000c.html
＊共同通信
・識者論評　いじめ対応で提言　大阪大谷大学教授　桜井智恵子
　＜さくらい・ちえこ　大阪府生まれ。教育学。2006年から12年まで兵庫県川西子どもの人権オンブズマンパーソン。滋賀県いじめ対策研究チーム委員。「子どもの声を社会へ」など＞

「いじめ対応で提言」　教育再生実行会議の提言「いじめの問題などへの対応について」には、道徳の教科化、いじめ対策の法律家、毅然とした指導、体罰禁止の徹底などが明記された。公的第三者機関で6年間、いじめを受けた子どもの話を聞いてきた私の経験から提言に意見を述べたい。　　

第一は道徳教育の教科化。いじめ防止のため道徳教育の充実をはかる。なるほど人間性に迫る教育は大切だ。だが、ほとんどの子どもはいじめがいけないと分かっている。問題はその意識が機能しない状況だ。現在の学校は道徳教育の「指導の充実」で乗り越えられる状況ではない。職員や市民教育、法教育を加えたら、子どもが落ち着くというほど簡単ではない。いじめに向かう子どもや「傍観者」になる子どもの生きづらさの対策こそが先決だ。「指導」という大人の発信より、生きづらさの中身について子ども側の配信を受けとり、実際に軽減することこそ必要だ。　　

第二は加害者への厳罰化。世界的にいじめなどを個別救済する現場は、加害者の子どももSOSを出していると知っている。問題を起こした時、必要なのは加害者に攻撃的だった気持ちを話してもらい、自身の心を整理するのを支え、社会的なサポートも行うことだ。今後いじめをしないためにどうするか、と自ら考えてもらう支援でもある。　こうした支援が「懲戒」や「出席停止」より、その子の暮らす地域の人々の未来にとってもはるかに安心で効果的だ。

第三に、なぜいじめ対策に新法が必要なのかが分からない。いじめや体罰を受けた子どもの一番の願いは「謝罪」より「気持ちを分かってほしい」だ。子ども目線抜きの「教育的配慮」で法律まで作るとしたらいかがなものか。　実効性を目指すなら、豊かな個別救済を重ねてきた第三者機関の現場の蓄積を学び、いじめ対策の質を高めていくのはどうだろう。だからといって第三者機関ならなんでも立ち上げたら良いわけではない。その第三者機関の基本精神が、子ども中心かどうかがポイントになる。教職員や保護者の意見が当事者の子どもより優先されるようではいけない。本当にいじめ対策を考えるなら、子どもの人権侵害全般の理解も必要だ。そもそもいじめはなぜ起こるのか。日本は2010年に国連子どもの権利委員会から「高度に競争的な学校環境が、就学年齢にある子どもの間で、いじめ、精神障害、不登校、中途退学、自殺を助長している可能性があることを懸念する」との指摘を受けている。

子どもの生きる世界を見渡せば、能力主義で覆われた確実に深刻に広がる閉塞感が見て取れる。その原因にこそ教育再生会議は立ち向かってほしい。全国学力テストをしている場合ではない。競争や比較がさらなるいじめを引き起こすというメカニズムに、政策を創る側は鈍感であってはならない。　経済活性化につなげようとする学力向上政策は子どもや保護者の関係を分断しかねない危うさを含んでいる。学力向上に追い立てられる学校や保護者の負荷を軽くすることが、結果として子どもたちのいじめ圧力を緩めることにつながる。　道徳教育で子どもを管理の対象にするのでなく、子どもの気持ちを受け止めることを中心とした買い蹴るがいじめには最も有効だ。道徳教育や厳罰化と、いじめ対策を拡散させず「今生きる希望」を子どもたちへ手渡してほしい。
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